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議事概要 

1. 配布資料の確認 

事務局より、資料の確認が行われた。 

 

2. 前回議事概要の確認 

伊丹主査より、資料 放-55-1「放送業務委員会（第 54回）議事概要（案）」に基づき、第 54回放送

業務委員会の議事概要案の確認が求められた。議事概要案について構成員からの意見はなく、案のと

おり総務省ホームページに掲載することとなった。 

 

3. ITU-R SG6、各 WP 会合の結果について 

事務局より、本日は概要版を配布しており、次回の委員会で完成版を配布予定であることが説明さ

れた。 

3.1. WP6A会合の結果について 

朝倉氏より、資料 放-55-2「WP6A 会合報告書（概要版）」及び資料 放-55-6「次回会合に向けた今後

の対応（案）」に基づき、WP6A会合の結果について説明が行われた。特段質疑はなかった。 

 

3.2. WP6B会合の結果について 

大出氏及び當山氏より、資料 放-55-3「WP6B 会合報告書（概要版）」及び資料放-55-6「次回会合に

向けた今後の対応（案）」に基づき、WP6B 会合の結果について説明が行われた。質疑応答の概要は次の

とおり。 

浦野専門委員： 日本から寄与文書を提出した来歴情報追跡技術の件が見送りになったということ

は承知したが、この件について外国の反応などがあったのであれば教えてほし

い。今後、例えば日本から作業計画案を寄与するといったようなアクションにな

るのか。 

當山氏： Sub Working Groupでは問題なくノートを送付することが合意されて出力文書が

作られたが、plenaryで韓国から先に作業計画を作成する必要があるのではない

かという意見が出て、送付は合意されなかった。他の国はノートを送るという日

本の提案に賛成だった。 

浦野専門委員： 状況について理解した。作業計画の提案についてはどうか。 

當山氏： 今のところ特に作業計画を作るまでには至ってないが、C2PA の情報についてはイ

ンターネット上で公開されているということもあるため、これからその情報を使

って何らかの作業を進めていく方向になるのではないかと思っている。 

西田専門委員： 今の C2PAのところで補足したい。當山氏から説明のあったとおり、C2PAに対し

てノートを送付することは他の国・機関からはむしろサポーティブな意見が出て

いた。唯一韓国だけが反対し、送ることができなくなった。ノートを送ることは

来歴情報の研究を ITU-Rとして行って文書を作っていくための手段に過ぎず、ノ

ートが送付できなかったことは大きな問題ではなかったと思っている。一方で、

作業計画についても、他の諸々の文書と同様に、作業計画がないと先に進めない
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かというとそうでもない。会合の後も WP6B,WP6Cの議長と今後の対応の仕方につ

いて相談しているが、現に EBUなどでもすでに来歴情報の検討がされているの

で、そういうことも踏まえて直接新レポートの作成を提案するということもあり

ではないかといった意見をもらっている。EBUなどとも相談しながら次回会合に

向けて検討していきたいと思っている。 

西田専門委員： 何点か質問がある。まず、継続検討文書 Annex 1.1の 5Gベースの映像・音声コ

ンテンツ制作と素材伝送の利用シナリオと主要技術に関連して、今回 EBUからス

タンドアローンのノンパブリックネットワークを使うといったことが挙げられて

いる。携帯網をスタンドアローンで、かつノンパブリックネットワークを日本で

使うことができる状況になっているのかを総務省に伺いたい。例えばパリ五輪の

時も 5G のネットワークが大々的に使われたとも伺っているが、国内ではこうい

うことができるのかどうか。 

事務局： 国内の事例については改めて確認した上で、西田委員に報告することとしたい。 

西田専門委員： 承知。音声音響関係で二点質問がある。まずオブジェクトベース音響用音声符号

化方式の所要ビットレートの件だが、勧告 BS.1548の改訂作業が長らく続いてい

たと承知している。一方で、国内で次世代地デジの高度化の先行きが不透明なと

ころはあるが、そこでオブジェクトベース音響が採用されていると承知してい

る。実際に高度化した地デジの中でオブジェクトベース音響のサービスを提供し

ようとする時のビットレートについてはすでに国内では指針が作成されている状

況か。 

大出氏： 指針というわけではないが、省令告示を作る前にどれくらいの所要ビットレート

が必要なのかという品質確認の実験を ARIBで実施しており、総務省ホームペー

ジでダウンロードできる状態になっている。オブジェクトベース音響の所要ビッ

トレートは各音声オブジェクトの所要ビットレートの足し算だということで、モ

ノの所要ビットレートとか 5.1の所要ビットレートとかチャンネル構成ごとに所

要ビットレートを決めたという経緯がある。勧告 BS.1116準拠の評価実験で評点

4.0以上だったらエミッション用といった規定を決めているが、評点 4.0以上に

なるビットレートがいくつだという書き方で報告しており、それが所要ビットレ

ートの目安になると思う。 

西田専門委員： 理解。勧告 BS.1548の改訂がどうなろうと国内ではそれなりの指針・目安が明ら

かになっているので、それに準じてやればよいということになるか。 

大出氏： 然り。米国が参考資料として上げていた文書は総務省ホームページからダウンロ

ードできる文書であったため、基本的には地上高度化で想定している所要ビート

レートと勧告に書かれる所要ビートレートは大体同じ値になると思われる。 

西田専門委員： 理解。国内でオブジェクトベース音響のサービスを提供しようとすると、音響メ

タデータを活用した制作や配信が必須になるわけだが、それは今 ITU-Rで議論さ

れている内容と関係してくるのか。ITU-Rの結論が国内でのサービス提供上何か

影響する可能性はあるか。 
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大出氏： サービスという意味合いだと、どのようなメタデータで作ったとしても最終的に

は MPEG-H 3D audioもしくは AC-4の音声符号化方式のメタデータにコンバート

されてサービスが提供される。ITU-Rで議論していることは主に制作段階で影響

すると思っていただければよいと思う。パリ五輪でオブジェクトベース音響の番

組制作が行われていて、その中では AC-4のプロファイルに準拠しているが、具

体的なメタデータとしては ITU-Rで話し合っている ADMやシリアル ADMが使われ

ている状況。番組交換をするとしたら、 ITU-Rのメタデータセットで番組制作が

行われ、音声符号化方式に準拠したプロファイルが使われる。パリ五輪当時はエ

ミッションプロファイルの勧告がまだ承認されていない状況であったので、エミ

ッションプロファイル相当のメタデータセットが使われたと聞いている。 

西田専門委員： それは国内で今後オブジェクトベース音響サービスを MPEG-H 3D audio なり AC-4

を使ってやろうとする際は ITU-Rで議論されている結果も何がしか影響する可能

性があるということか。 

大出氏： 現在 ARIBで、標準規格ではなくて技術資料だが、ADMの使い方という意味合いで

ガイドラインを作っており、ITU-Rで議論しているエミッションプロファイル相

当のメタデータセットを含んでいる。国内でも国際番組交換と同じメタデータセ

ットを使えるように、日本国内でオブジェクトベース音声のサービスを行ってコ

ンテンツを交換する際には同じ規定になる予定。ゲインコントロールというメタ

データの記述子の有無が違うが、ゲインコントロールはいわゆるダッキングと言

われる背景音を抑圧する機能であり、この機能自体は MPEG-H 3D audioや AC-4

にはすでに入っているが ADMには入っていない。番組制作時点で何デシベルくら

いどのタイミングでレベルを下げるかをメタデータとして書かないといけない

が、今のままだとその情報を ADMに書けないという状況になっている。将来的に

はこのゲインコントロールのメタデータを ADMに入れて、エミッションプロファ

イルの勧告にもダッキング機能を使用する場合にはゲインコントロールを使うと

いう拡張を行わないと後々困るのではないかと思う。 

 

3.3. WP6C会合の結果について 

大出氏及び近藤氏より、資料 放-55-4「WP6C 会合報告書（概要版）」及び資料放-55-6「次回会合に

向けた今後の対応（案）」に基づき、WP6C 会合の結果について説明が行われた。質疑応答の概要は次の

とおり。 

西田専門委員： 音響に関するところで今回はラウドネス測定法の中での話ではあったが、48kHz

を超えるサンプリング周波数の音声信号の扱いが課題になっていると承知してい

る。今後の方向性の文書の中でもこの 48kHzを超えるサンプリング周波数の音声

信号の扱いについてコンセンサスが必要であることが記載されている。これまで

ITU-Rでは 48kHz までしか規定されていなかったが、ラウドネス測定法の話だけ

ではなく、番組交換用の信号の一つとして 48kHzを超えるサンプリング周波数を
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規定することについて、有用性あるいはネガティブな面ももしかしたらあるかも

しれないが、音響関係者の中ではどのような考えがあるのか。 

大出氏： 実態としては音楽番組等を作る時や番組交換をする時に 48kHz を超えるサンプリ

ング周波数を使用している例はあるが、放送局の音声エンジニアが積極的に放送

で使っているフォーマット以上のものが欲しいと言っているということはないと

理解している。一方、特にヨーロッパ諸国だが、デジタルラジオ等での配信で自

社の品質が高いということを言うために、96kHzや 192kHzで出している例はあ

る。このような事業者やパッケージメディアを作っている事業者の音声エンジニ

アから、勧告 BS.1770に 96kHzや 192kHzの場合のラウドネス測定方法が明記さ

れてないので困っているという意見が AESや EBUで出ている。放送では使わない

ものの、もし使う場合にはこのように測定すると規定した方がよいというのが、

音響関係者の共通見解ではないかと思う。 

西田専門委員： 理解。制作の段階で高いサンブリング周波数の音声信号を使うという話と、放送

エミッションで高いサンブリング周波数の音声をサービスするという話の両方あ

るが、そこは切り分けが必要だと思っている。例えば国内で新しい放送方式を策

定した時に、これまではサンブリング周波数 48kHzの信号までしか規定してこな

かったが、そういうものに対してパブコメの意見の中ではなぜハイレゾが入って

いないのかといった意見も届いている。それに対してはそれなりの回答をするこ

とでハイレゾの採用には至ってなかったと承知している。高いサンブリング周波

数の音声信号の取り扱いについては、国内でもそれなりのコンセンサスを得た上

で対応していく必要があると思っている。単にラウドネスの測定法だけであれば

ローパスフィルターの仕様が明確化されれば解決すると思ってはいるものの、信

号自体の規定をどうするかといったところもこの際皆が満足するような結論が得

られれば良いと思う。 

大出氏： ARIBの方で議論をしていく。 

 

3.4. SG6会合の結果について 

蔀氏より、資料 放-55-5「SG6 会合報告書（概要版）」に基づき、SG6 会合の結果について説明が行

われた。西田専門委員より以下の補足があった。 

西田専門委員： ワークショップは、タイトルは「欧州における…」ではあったが、内容的には欧

州に特化したものではなく、広く世界のどこの地域においても大変参考になる内

容だったと思う。脚注のリンク先ではウェブキャストのアーカイブもすでに公開

されているようで、また、それぞれのプレゼンテーションのファイルも公開され

ており、ぜひ見る事をおすすめしたいと思う。 

 

4. 勧告及び研究課題に係る提案の承認可否について 

事務局より、資料 放-55-7「勧告及び研究課題に係る提案の承認可否（案）」に基づき、ITUから照

会されている新研究課題案１件、研究課題廃止提案２件、新勧告案３件、勧告改訂案８件の承認可否
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について説明が行われ、特段意見なく承認された。 

 
5. 今後の検討スケジュールについて 

事務局より、資料 放-55-8「今後の検討スケジュール（案）」に基づき、今後のスケジュールについ

て説明が行われた。 

以上 
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